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平成２９年度 第２回国立市自転車対策審議会 

平成２９年８月１０日 

 

 

【事務局（中島課長）】  おはようございます。それでは定刻となりましたので、平成２９年度第２回

国立市自転車対策審議会を始めさせていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、あ

りがとうございます。 

 出席の確認ですが、副会長の板坂委員より欠席される旨、ご連絡いただいております。それでは鈴

木会長、進行のほうをよろしくお願いいたします。 

【鈴木会長】  おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは議題に入る前に、資料

の確認を事務局よりお願いいたします。 

【事務局（立花）】  お手元の資料を確認させていただきます。１枚目が次第でＡ４のものが１枚。

資料№１中央線高架下自転車駐車場の使用料の見直しについて、Ａ４の両面のものが１枚。資料№２国

立市自転車安全利用促進条例の見直しについて、Ａ４で３枚。資料№３自転車ネットワーク計画につ

いて、Ａ４の両面のものが１枚。資料№４自転車交通の多い路線、Ａ４のものが１枚。資料№５自転

車事故発生分布図、Ａ４で３枚。資料№６について、メールでもご連絡させていただきましたが、お

送りさせていただいたものを修正して、自転車通行空間整備予定路線図としています。資料№７は報

告事項になりますが、国立駅南第２自転車駐車場の整備について、Ａ４で２枚。資料は以上となりま

す。過不足等ございましたら、お申しつけください。 

【鈴木会長】  よろしいでしょうか。本日は議題が３つ、報告が１つです。それでは、議題に沿っ

て進行していきたいと思います。 

 まず（１）中央線高架下自転車駐車場の使用料の見直しについて、まず事務局よりご説明お願いい

たします。 

【事務局（立花）】  資料№１をご覧いただきながら、ご説明させていただきます。 

 中央線高架下自転車駐車場の使用料の見直しについて、前回、民間事業者へ広報の手法について話

を聞いてみてほしいというご意見をいただいたので、市内に駐輪場を設置されている民間事業者３社

にお話をお伺いしました。率直なところ、具体的な良い広報手段というのはなかなか聞けなくて、「も

ともと常時満車状態なので、広報ということは特に何もしていないです」といったご意見、あと、「や

はり整備前に周辺状況を十分調査することが大事だと思っています」といったご意見ですとか、整備

後だと、利用状況に応じて料金の変更、「最初はぐっと下げてオープンさせて、ある程度利用者が定着

したら利用料を上げていくというような方法を行っています」というような回答をいただきました。 

 中央線高架下自転車駐車場についてはもう整備してあるので、利用者増の手法としては、やはり使

用料の見直しというところがメインになってくると考えています。本日ご提案させていただきたいの

は、１年間に期間を定めて使用料の値下げを実施できればと考えております。 

 そこで、２番の定期利用使用料について、来年度、平成３０年度中のみ、市内にお住まいの方、市

外にお住まいの方、また減額の適用がある方、皆さん５００円でご利用いただけるという形にしまし

て、平成３１年度以降、市内と市外の料金は一緒で一般の方は１,０００円、減額の方はそのまま

５００円というのを、事務局の案としてまとめさせていただきました。 

 考え方ですが、定期利用の使用料としては、事務局としては下限、一番低くできるところと考えら
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れる５００円に設定することで、周知を図っていきたいということと、立地の条件、立川市、国分寺

市の方のご利用が、他の駐輪場と比べてかなり多いような状況があるので、市外在住の方にさらに多

くご利用いただくために、他の駐輪場では割増料金になっているところを、平成３０年度中について

も、３１年度以降についても、同じ金額にしたいという考えです。 

 平成３１年度以降１,０００円に設定することで、収支の改善を図りますが、今、市内の方は

１,２００円、市外の方は１,６００円ですが、現在よりは少し低い金額であると。平成３１年度以降

１,０００円にしますと、国立駅周辺の他の駐輪場と、市内にお住まいの方で５００円、市外にお住ま

いの方で１,０００円の金額の違いが出てくるので、使用料を一度下げて、平成３１年度以降引き上げ

ても、利用者の方はある程度定着していただけるのではないかというところが狙いとなっております。 

 平成３０年度のみということなので、利用者の方には十分、本年度のみその金額になっていますと

いうことを周知した上で、改定を行っていきたいと考えております。 

 ３番の潜在需要についてということで、前回ご意見として、どういうところの人をターゲットとし

ていくのかというお話がありまして、駐輪場ごとのおよその人数、期待度というか、例えば一番上の

国立駅北口自転車駐車場は、今、民間で運営されている、もともと国分寺市さんが運営されていた駐

輪場ですが、現在、空きが出るごとに申し込みの受付を行っていらっしゃるようで、その際、抽選か

らあふれる、利用できない方が毎回２５０名ぐらいいらっしゃるということで、こういう方であれば

期待度としては高いのかなと。あるいは国立駅南第１・第２駐輪場を利用されている方で、中央線よ

り北側にお住まいの方、料金が安いのであればということで移動していただける方がある程度いるの

かなといったところですとか、そういった中で何人かというのはなかなかお示しできないところです

が、母数としてどれぐらいいるのかということをまとめたものになっております。 

 ４番の収支コストの試算についてというところですが、前回駐輪場ごとの収支コストをお示しした

ものを抜粋したものです。平成２８年度としてはこういった数字になっていまして、２９年度は今年

度なのでバーにしておりまして、平成３０年度以降、試算として、現在利用者は５５０名ほどいます

が、１,０００名に増えた場合、これぐらいの収支になるのではというところで、平成３０年度中はや

はり、今よりマイナスになってしまいますが、平成３１年度以降、同じぐらいの方に定着していただ

ければ、現在よりは収支は改善するといった表になっております。 

 ５番の一時利用について、定期利用使用料の改定にあわせて、一時利用の一定時間の無料を導入で

きればと考えております。ｎｏｎｏｗａ国立第２駐輪場という、ｎｏｎｏｗａの附置義務の駐輪場で

すが、１時間無料で、以降２４時間ごとに１００円という料金で、中央線高架下自転車駐車場より東

側、駅に近いほうにあるので、そこと同じ時間ではあまり意味をなさないだろうということで、最初

の２時間を無料にしてはどうかということで考えております。 

 ６番、今後のスケジュールですが、後ほど具体的な日程をご案内しますが、１０月の開催を予定し

ておりまして、その際に答申という形で送付をしていただければと考えておりまして、今日いただい

たご意見をこちらでまとめて、メールや郵送で、内容を委員の皆様にご確認いただいた上で、次回答

申としていただくということで、進めさせていただければと考えております。それで１２月に市議会

に提案させていただきまして、平成３０年度の４月に使用料を５００円に改定し、その１年後、平成

３１年４月に１,０００円に改定するというようなスケジュールで考えております。 

 説明としては以上になります。 

【事務局（中島課長）】  補足ですが、平成３０年度に５００円でやって、３１年度に１,０００円
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に上がりますよと、そのかわり利用者については引き続きご利用いただけるだろうということですが、

これについては実際、第１が今いっぱいですので、キャンセル待ちの方は高架下を申し込むことがで

きるということでやっておりまして、いざ第１の順番がきますと、そのまま、高架下でもあまり不便

ではないのでこのままでいいですという利用者が結構おられます。ですので、多分一回使っていただ

ければ、そこそこ利用勝手がいいということがわかっていただけるのかなということで、そのまま

５００円から１,０００円になっても、利用者についてはさほど人数は変わらないでいけるだろうとい

う考えを、事務局としては思っているところです。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。それでは、この件につきまして、委員の方、ご質問等ござ

いますか。 

【末吉委員】  説明の内容は一応よくわかりましたが、この平成３０年度から３１年度の収支改善

の金額が、それほどよくないような気がしますが、その辺はどういうふうに、今後捉えていくつもり

ですか。 

【事務局（中島課長）】  高架下をつくったときに１,０００人ぐらいという予想でやっておりまし

たけれども、実際は５００人ぐらいしか使われていないというところで、まずはその５００人程度増

えればということで、考えているところでございます。そういった中で出てきているコスト計算でご

ざいますので、実際はこれ以上使われることも当然予想されるところです。ですので、平成２８年度、

２９年度と比べても、３１年度に料金を下げても、利用者が増えることによって、収支としては今よ

りは黒字に転換していくだろうというふうには思っているところです。 

【鈴木会長】  いかがでしょうか。 

【末吉委員】  使用料の改定を平成３０年４月、３１年４月にもう一回やると。その場合、収支状

況を見てもう一回料金のいわゆる設定を考慮するとか、配慮するとか、どこかでやる予定があります

か。 

【事務局（中島課長）】  平成３０年度の収支については、やはり当然見ていかなければいけないだ

ろうと考えてございます。その中で、極端に利用者が増えなかったというようなことであれば、

５００円の延長ということも、考えていかざるを得ないかなというふうには考えてございます。 

【丸山委員】  ちょっと私の感覚からすると、見通しも、この収支でよしとする感覚も非常に、ち

ょっと甘いと思っております。平成３０年度料金改定して、２,９００万に赤字が拡大します。これ、

全体でも赤字転落ということになるわけでありまして、要するに駐輪場全体で赤字を垂れ流すような

計算でいいのかというところが一つあります。 

 それと、この駐輪場自体が、リース期間はあと２年ぐらいあるようなことをおっしゃっていました

けれども、コストがかかって、このリースが仮になくなったとしても、ざっとの計算で５００万以上

の赤字がずっとずっと続く、という計算になりますね。で、いつか機械もまた新たにリースしなきゃ

いけない。そうすると、これだけのコストがまたかかってくる。で、利用者はこれで何人かというと、

現在定期利用で四百数十名、こちらの見通しで７５０になったとしても、毎年１人当たり３万円以上

のコストをかけて、使ってくださいといっているようなものですよね、これ。そういうことが果たし

て、僕は市民代表で出ていますが、市民感覚に適しているかどうかというと、非常に疑問に思ってい

るところであります。少なくとも、全体で赤字になっちゃう、こんなことはちょっと問題だというの

が正直なところであります。 

 この料金改定で、平成２８年度から３１年度で１８０万ぐらい、コスト改善が進むということです
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が、これが果たして本当に、ここまで論議してこんな数字かと、非常に残念に思っています。これが

率直な感想であります。 

【事務局（中島課長）】 後ほど、国立駅南第２自転車駐車場の整備の関係もちょっとお話をする中で、

やはり全体的なコストというのは大事だと、私どもも思っておりまして、高架下については、本来で

あれば全体を考えた中でやっていくのが筋ということで、重々承知ですが、どうしても議会等で急い

でいるところもございまして、やはりこの後、各駐輪場の料金についても、皆様に引き続きご意見を

いただきたいというふうには考えているところでございます。 

【鈴木会長】  それは、例えば平成３１年４月の段階で、他の駐輪場の値段についても見直しを考

えるということでよろしいですか。 

【事務局（中島課長）】  平成３１年度にこだわらず、場合によっては３０年度ということも視野に

入れて、他の駐輪場の料金についても検討していきたいと思っております。 

【鈴木会長】  今、ご指摘もあったように、やはり入らないところを安くするというのも大事な視

点かなと思いますが、人気のあるところが別にあって、そこは値段が変わらないということになると、

どんどん赤字のほうに行くと思うので、キャンセル待ちのある南第１など人気のあるところはもう少

し高くして、その値段は払わないという方に安いところに回ってもらうということを自然にやったほ

うが、駐輪場の利用の平準化ができるかなと考えます。５００円にしてみてどの程度移るか、どの程

度利用されるかというところもあるかと思いますが、また２,０００台、今、用意していて、でも目標

は１,０００台なわけですよね。そのメンテナンスと維持費みたいなことを考える必要もあると思いま

すし、単価を高くする以外にも、何か高架下の駐輪場だけにあるようなサービスを入れるとか、何か

他との差別化を図るとかして、もう少し利用を考えていく必要もあるのかなと思います。 

 今回、今年度中に決めて、答申ということなので、５００円にするという案を、一番シンプルに採

用、使えるかと思いますけれども、その動きを見ながらもう少し幅広く、駐輪場のあり方といいます

か、そういうものを考えてもいいのかなと思います。いかがでしょうか。 

【末吉委員】  私自身が前回のときにもお話ししたことを蒸し返すようで申し訳ないですが、やは

り供給量がこれだけあって、需要がないというのは、どこかでひずみがあると。そのひずみは何かと

いうと、やはり無料駐輪場が、もう絶対的な理由、原因であるとしか考えようがないですよね。です

から、今、丸山委員がご指摘になったように、収支を合わせる、黒字に持っていく手法をもう少し考

える、それが料金の設定を変えることによって需要を増やすということだけでは、今、半額なわけで

すから、この収支を見てもあまり変わらないということになっちゃうわけですよね。そうしますと、、

大学通りにとめられている非常に大量の無料駐輪利用者を、やはり誘導するという努力をどこかでや

りながら料金設定を考えるとか、複合した方法をとらないと、これ、あそこに無料スペースがある以

上は、利用者はまずそこを第一の選択肢にせざるを得なくなってくるだろうと、そういう印象があり

ますので、今回も議会に間に合うかどうかという議論はもちろんあるわけですけれど、もう少しその

辺のことをしっかりベースで考えないと、収支がかなり厳しいかなということは非難されても、免れ

ないような気がするわけです。そこのところは、どういうふうに今後考えていくつもりなのか。要す

るに事務局の方針というか考え方を、最終的に確認させていただければと思います。 

【事務局（中島課長）】  大学通りの無料駐輪場については、将来的にはなくしていくということで、

これは整備計画も、市の方針としても固まっているところでございます。ただ、それにはやはり色々

な条件がございまして、まず東側にそれなりの駐輪場を確保していきたい。これは管理問わず、確保
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していきたいということがございまして、市としても東側に駐輪場ができるようなスペースがないか

ということで、検討、協議しているところではございます。その辺がはっきりしてくれば、いついつ

というような形の方針は定まるかなと思っております。 

 しかしながら、今、委員が言われたように、大学通りの無料駐輪場というのはやはり大きなことで

すので、全体の料金を考える中でもその辺は皆さんにご意見いただきながら、より一層なくす方向で、

市としては具体的な措置を考えていきたいというふうには思っております。 

【鈴木会長】  駐輪場の需要予測というのはなかなか難しくて、一般的に何かあるわけではなくて、

大体コンサルタントみたいな方の経験則で、色々な地域での事例をもとにして計算するということだ

と思うので、ここに関しては一概に言えませんが。私も色々と駐輪場を見ている中で、多分２,０００と

いうのは、入らないなというぐらい大きいと思います。もちろん無料駐輪場がなくなれば入ってくる

可能性はありますけれども、現状ではかなり厳しいかなということもありますし、今回見ている利用

者１,０００名というのも、結構高目の目標かなと思います。 

 例えば大きい２人載せられるような自転車が、ここだったらきちんととめられますとか、そういっ

た他の付加価値を持たせてでも、とめてもらうという努力みたいなもの、他の駐輪場と見た目は全く

一緒で、値段だけ違うというのだと、なかなか動かないかもしれませんが、ニーズに合わせてくれば

動く可能性もあると思いますので、幅広く考えることも必要だとは思います。今回、料金ということ

ですけれども、ニーズですね、そういったものも把握して今後見直しを図らないと、確かに今まで皆

さんご指摘のとおり、収支的にはかなり厳しくなってくる可能性はあるかなと思いますので、注視し

て、なるべく早く対応が打てるように、前もって色々準備しておくというのも必要かなと考えます。 

【高瀬委員】  無料の駐輪場をなくすという方向で動くという話ですが、一方、違法駐輪はどうで

すか。結局、無料の駐輪場をなくすことによって、料金がかかる駐輪場のほうに本当に動くかどうか。

今現状でも、違法駐輪が非常に多いとなれば、それが助長される可能性もあるので、状況はどう捉え

ていらっしゃいますか。 

【事務局（中島課長）】  確かに違法駐輪、放置自転車の問題というのはありますが、幸いにして国

立の場合は移送台数は年々、１００台ぐらい減ってきているということで。 

【事務局（立花）】  私のほうから。東京都さんの調査で、毎年１０月の晴れた１日という定義にな

っていますが、放置されている台数の調査がありまして、その数字で申し上げますと、昨年の分は国

立駅については４０台程度でした。その二、三年ぐらいまでは１００台近くあったので、減ってきて

いる傾向ではありますが、日中のある一日の昼間調査しただけなので、夜間の放置自転車については

減っていない、そういった状況はあります。撤去されている台数というのは、年々減ってきている傾

向にあります。 

【事務局（中島課長）】  無料駐輪場に長期間とめている自転車というのがやはりありますので、こ

れは定期的に撤去していますが、今度色々なところに波及してくる可能性はあるかなと思っています。

ですので、まずそれをなくした場合、耐えられるぐらいの供給ですね、東側に駐輪場をつくりたいと

いうのはその面もあって、そこが先だろうというふうには考えてございます。 

【末吉委員】  この前の前の、審議会だったと思いますが、例の府中で、時間を制限してやってい

ると。国立でもそれをやってみてはどうかと。朝の９時から夕方５時まではフリーであると。しかし

ながらそれ以前、それ以降は全て撤去と。そういう原則を貫く方法は、通勤通学は大体９時ごろで終

了しているわけですから、調べてほしいということは私のほうもお願いしておいた項目の一つですが、
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それはその後どういうふうな調査、またカウントとして捉えられているか。 

 私は大体、５時ごろから６時ごろ、あの駐輪場をよく見に行きます。ほぼ、もう十分な数がとまっ

ています。それがずっと、学校に行くか、会社に勤めているかわかりませんけれど、ずっととまって

いるわけですから。夜中に見に行っても、とめたままにしている。そういう状況を打破するというこ

とが、まず一歩あって、そして無料駐輪場をなくすという前提は、将来的には絶対に必要だと思いま

すが、ただ市民の足としての便利性を考えた場合、ちょいどめを考慮した場合には、ある面時間制限

で、使えるということを、やはり商店街との話し合いの中で、物理的に可能だと私は思っています。 

 ですから、そこのところでまず朝９時までの駐輪をどうするかというような、前向きな対策をとる

ことによって、安い料金の５００円に誘導する。そういう方法もやはり考慮していただきたいという

のが、私の実は切なる願いです。それについては前回もお願いしましたが、調査があったのかどうか

そこの確認をさせてください。 

【事務局（立花）】  今回資料としてはお配りしていませんが、普段から８時半とか昼の１２時に行

っていますが、７月の２週間程度、追加で６時にも台数調査を行いました。今、末吉委員がおっしゃ

っていたように午前６時の時点でかなりの台数、東西合わせて１,０００台程度は毎日とまっているよ

うな状況がございまして、８時半、通勤が大体終わる時間にはほぼ満車、１,６００から１,８００台

ぐらいとまっている状況がありました。やはり、おっしゃるように通勤で使っている方もかなりいら

っしゃいますし、無料だからということで数日、前日から合わせて夜間通してとめていらっしゃる方、

あと逆利用、どこかから電車で国立市にいらっしゃって、無料駐輪場に置いている自転車に乗ってど

こかに行かれるという方も、６時の時点でとまっているということなので、かなりいらっしゃるのか

なと。そこの差し引きで考えると、最初にとまっている１,０００台から出て行く分も考えたら、通勤

で使っている方というのはかなりの数いらっしゃるのかなというところで、すみません、資料として

お出しすればよかったのですが、調査した際には、そういうような数字が出ております。 

【事務局（中島課長）】  末吉委員がおっしゃるとおり、大学通りの無料駐輪場をなくす段階になっ

て、段階的な措置として、こういった手法も考えていく必要があるだろうと考えています。まずは東

側に需要を満たせるぐらいの駐輪場を確保していきたいというところが、市が考えているところでご

ざいます。 

【鈴木会長】  放置駐輪はそこまで多くないという印象もありますし、それに比べて無料のところ

に皆さんとめていらっしゃるということなので、ただ、国立市全体のことを考えたとき、駅前のいい

場所もあって、無料の場所もかなり広大にとっていらっしゃると思いますが、自転車利用者しか使わ

ないと、駐輪場というのは自転車利用者の方が使うものであって、なので受益者負担の観点って必要

だと思うので、国立市のほうでサービスとして自転車利用の方だけにサービスを提供するだけでなく

て、自転車を使っている方にもきちんと負担をしていただくという考えは、将来的にきちんと持って

いかないと、どんどん乱れていくばかりというか、サービスとして提供するばかりになってしまうと

思います。やはり無料が強いのかなということは伺えましたので、もう少し調査して、リプレースが

どれぐらい要るとか、駐輪場のキャパシティーをきちんと計算して、駅前なり、もう少し離れたとこ

ろでもいいですが、駐輪場におさめる全体の台数を将来的に考えていくということが必要なのかなと。 

 今後はどうなりますか。今日の議論を踏まえ。 

【事務局（中島課長）】  事務局の案ということで答申のほう、修正がなければこのままの形で。た

だ、５００円にかえたとき、利用者については随時調査して、委員の方にご報告すると。その中で次
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はどうするという形でご意見をいただいていくというところを、つけ加えさせていただいて、案とい

う形にさせていただければと考えてございます。 

【鈴木会長】  皆さんの意見を踏まえると、恐らく今、５００円という案で、次年度１,０００円と

いうふうに書いていますけれど、場合によっては別の値段にするとか、もう少し、平成３０年度の

５００円を踏まえて、幅広く検討するつもりがあるという、この自動的に次の年は１,０００円にする

とかいうことではないということは、書いておいたほうがいいと思いますので、それを踏まえて、答

申のほうに入るということで、よろしいでしょうか。 

【末吉委員】  実際にこれ、議会を通るかどうかというのがすごく心配ですが、会長がおっしゃっ

たように、戦略的な枠をもう少し設けたほうがいいと思います。今なぜこれが起きているかという原

因追及と、その原因を解消する方法が、最終的に稼働率を高めるというような、数字として示して、

できるかどうかという問題はありますが、附帯的な条件をいくつかつけておかないと、これでいいの

かというのは、依然として市民感覚からしたら強いですよね。それに対して、ただ料金を調整すると

いう選択肢が１個しかなくて、それ以外にあまり具体的な対策が練られていないと、そこのところで

足踏みすると思います。ずっと引きずっている金額がものすごく大きいですから。そこは検討する余

地があると思います。こういう対策をとるということを含めて、どうだということで。 

【事務局（中島課長）】  もともとこの高架下の利用について、この審議会に審議をお願いした経過

も踏まえながらですが、やはり利用者が少ない、何とかして利用者を増やしたいと。料金改定ありき

ではなく、何か施策はないかということで、皆さんとご審議いただいた、１回目のときはそういう形

をいただいています。そのときに、やはり具体的なＰＲの方法というのが難しくて、であれば、やは

り料金の改定というものが必要だろうと。というような流れで、今回こういうふうな形で出させてい

ただいているということです。 

 ですので、末吉委員の言っているように、ＰＲも必要なことで、そういったところの文言も入れつ

つ、こういった形で利用者増を狙っていくという形で、答申としてはまとめさせていただければと考

えてございます。 

【末吉委員】  今の説明、ちょっとわかりにくいですが、要はマーケティング論がないです。こっ

ち側に供給があって、こっち側に潜在需要がある、潜在需要が動かない。動かないから、マーケット

上商品の価格を安くする。安くすると人は買うだろうという構造ですが、その部分がじゃあ、ここに

潜在需要があるという仮定が、今のところ待機している、北口の待っている人とか、そういうふうな

需要でしかないのかということを、私は聞きたいわけです。 

 つまり、需要というのは、そこにある需要をこっちに引っ張り込んでくるために、５００円でいい

だろうということは、確かに方法としてはあります。しかしながら、掘り起こすということも必要だ

ということです。先ほどちょっと事務局から、東のほうに駐輪場がないという理由が、いまだにそこ

のところで引っかかっていると思いますが、じゃあ、大学通りの西のほうの無料駐輪場も、ほぼ同数

ぐらいにいっぱいになっているということを考えると、東にないというだけの理由では説明がつかな

い、私は朝見に行ってはそう思っています。つまりそこに需要があるだろうと、私は認識しています。 

【事務局（中島課長）】  具体的な需要があって、必ずこれが高架下に行きますよというような形で、

やはり目に見えたものがあれば、多分一番いいのかなというふうには思いますが、なかなかこの辺を

推測するというのは難しくて、前回も前々回もそういったお話はさせていただいていると考えていま

す。そういう中で事務局として推測できるのは、こういった形である一定の人数は高架下のほうに行
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くだろうと。ただし、もちろん新たに需要を見出すという手法は、当然重要だと思っております。そ

の辺の具体的な施策というのが、今のところない状態でございますので、引き続きその辺でご意見い

ただければ、対応していきたいと考えてございます。 

【事務局（立花）】  大学通りの無料駐輪場ですけれども、前回お出しした資料の中で、中央線より

北側で使っている方はあまりいらっしゃらない状況で、国立市内の方、府中市の利用者の方がほとん

どです。例えば、高架下の需要としてそこを見たとき、一緒にやりますよとやったとき、無料駐輪場

をある意味あふれさせるということだと思いますが、どうしても使うところがなくて高架下に流れる

方もいらっしゃるかとは思いますが、無料を絞って高架下に流すということは、なかなか難しいと考

えています。 

 利用料の改定というのは、利用率の標準化も狙いとしてありまして、現在東に限らず、第１駐輪場、

第２駐輪場ともに満車の状態なので、そこの利用者がある程度高架下に流れてもらえれば、無料駐輪

場を絞っても、じゃあ、第１を使ってください、第２を使ってくださいということを説明できますが、

利用者に対して無料駐輪場は時間を絞って使えなくなります、使うのは高架下ですというのは、なか

なか一緒にできることではないと考えています。 

【末吉委員】  今の点については、私もよくわかっているつもりです。要するに、議会に通ります

かっていうことです。要するに議会がこれを見て、こんな赤字でどうするといったとき、通るならば、

全然問題ないと思っています。今ここで審議していく段階で、次善策もきちんとつくっておいたほう

がいいということをいっているわけです。 

【事務局（中島課長）】  審議会のご意見ということなので、議会云々ということではないと考えて

おります。ただし、議会からのご意見として一般質問等で出ている中では、無料ということも一つ視

野に入れて、検討してくれというとことも言われておりますので、そういった中では５００円という

数字は、議会が通らない数字とは考えておりません。 

【鈴木会長】  赤字でいいというふうには審議会としては考えていないということですね。国立の

他のところでやりくりすればいいということかもしれないですが、審議会としてこの駐輪場のことを

考えたとき、こんなに赤字を出していていいのかというところを心配しているということなので。 

 今、国立駅南からの、この２ページ目に書いてあるこの人数が、移ると踏んでいる。 

【事務局（立花）】  移るということではなくて、移っていただける可能性がある人数としては、こ

れぐらいありますという数字になっています。需要があるうちの何名ということではなくて、待機者

だったら待機者全員だし、利用者だったら利用者全員という書き方になっています。 

【鈴木会長】  そうですよね。だからこの中のどれぐらいが移るかは、まだわからないということ

だと思います。全体としてトントンになる計算をしているということですか。 

【事務局】  トントンまでは行かないですね。やはりちょっと赤字にはなるだろうというような考

えは持っています。行く行くはリースアップするというところも踏まえて、若干の赤字にはなるだろ

うと考えています。 

【鈴木会長】  やっぱりお金の面は気になるというのも、やはり今目指している人数が、結構目標

が高めだと思います。こんなに移るかどうか、読めない部分もあるわけです。他に無料もありますし、

国立駅南は他に比べたら大分安いですから、それでもいいと思う方もいて、移らないという可能性も

十分にまだ考えられる段階だと思いますから、それがうまくいかないとなったら、すぐ次を打てない

と、どんどん赤字になっていきますから、将来的に他を値上げするとか、無料をなくすとか、他のこ



 -9- 

とを考えているよというのは、きちんと議会のほうでも説明して、長期的には赤字でなくなるように

するつもりで、ただ今回は呼び水的に５００円にするということだと、そういう位置づけで審議会の

ほうでも提案していると思いますので、そういう形でまとめていただきたいと思います。 

【事務局（立花）】  収支コストの試算について、仮に８００名、今から３００名増が、平成２８年

度、現状の収支と同じぐらい、分岐点といいますか、３００名増えれば今とはトントンで、利用者の

方が増えて、もちろん赤字のままでいいということではないですが、分岐するのはそのあたりの数字

になります。 

【鈴木会長】  目標としては、やはり赤字にならないようにしたいというのが目標ですよね。利用

率の平準化もあると思いますが。全体として。 

【事務局（立花）】  全体としてはそうですね。以前使用料の改定を７５０円から１,５００円に行

ったとき、議会で出た意見ですが、黒字ではだめだろうという意見が逆に出て、駐輪場を使っている

人からお金もらって、市の収益にするのはまずいだろうという意見も逆に出ていますので、そのバラ

ンスがとれているという状況が一番望ましいのかなと考えております。 

 ただ、こちらはランニングコストなので、投資的に使っている費用もありますし、黒字であっても

問題ないというか、黒字であったほうがいいという認識ではいますが、逆にそういったご意見もある

というところで、その辺はバランスをとっていく必要があるのかなというふうに考えております。 

【鈴木会長】  今の駐輪場のサービスレベルであったら、これぐらいの需要、利用かもしれません

けれども、もっと駐輪場がニーズに合った、いい自転車を使っていても盗まれることもないし、汚れ

ることもないし、きちんと保管してくれるとなったら、そういう自転車を使いたいという人もいるか

もしれないですし、そういうふうな利用促進みたいな観点もあると思いますけれども、ニーズに合わ

せてきちんと駐輪場が対応できるということも大事だと思います。ただとめるという最低限のライン

を保つのではなくて、将来的な利用に応じて、きちんと変えられるということも考えると、トントン

じゃなくて、そういうときにきちんと整備ができるとか、対応できるというお金の考え方をしてもい

いのかなと思います。そこは議会がどうお考えかわかりませんけれど。 

 そういった長期的な意味の戦略というのは、そういうのも含まれると思います。そうなるとこの高

架下だけに限らず、全体の駐輪場の話になってくると思いますから、国立市全体の駐輪場をどのよう

に考えていくかというところを、ぜひ継続して話し合う必要はあると考えております。他、何かご意

見よろしいですか。 

【石坂委員】  潜在需要ですが、これって何か調査とかはやりますか。例えばこれだけ潜在需要が

ありますということで、これを補足する、この中でアンケートをもらった結果、何％が、高架下がこ

の料金であれば利用したいという、言うなればパブコメなんかがあると、より説明にプラスになると

思いますが、どうですか。 

【事務局（中島課長）】  具体的に一人一人聞ければそれが一番よろしいかなと、いうふうには思っ

ていますが、期間と経費、また民間の駐輪場というところもございますので、今は考えていないとい

うところでございます。 

【鈴木会長】  駐輪場の利用者に、何か満足度調査みたいなことをされたことは、今まではないで

すか。その中で、今の値段はどう思いますかみたいなことを質問されたりする機会は、今まではない

ということですか。 

【事務局（中島課長）】  過去、平成１８年度ぐらいに、一度料金を改定しようというときに、そう
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いったアンケート調査はやっておりまして、ただ、月７５０円と極端に安かった時代ですので、ちょ

っと今の料金とは参考にならないかなというふうに考えております。 

【鈴木会長】  ５００円にするまでの時間がないということですけれども、それは５００円にした

後も、する予定はないですか。 

【事務局（中島課長）】  ５００円になってから、次どうするかという間は、皆様にも今回ご意見は

ある中で、やはりそれなりに調査なりはしていきたいと考えております。アンケート調査がいいのか、

どういったやり方がいいのかというのは、あろうかと思います。 

【鈴木会長】  一般的によく言われているのが、値段が上がると大体２割ぐらい利用者が減るとい

言われていますが、安くなるときにどれぐらい増えるかというのはまだあまり、事例としてないとこ

ろではありますが。そう考えると、すごく値段が高くなったからもうみんな使わなくなるみたいなこ

とはなくて、２割ぐらいの人は安いほうに流れるというような動き方だと思いますから、１,０００人

行くぐらい、試しに使ってみようと思ってくださる方がいるか、そうすると、やっぱり５００円にす

るだけではなくて、それをきちんと周知するとか、少しでも５００円にした甲斐があるような働きか

けみたいなものは、する必要があるかなと。他、いかがでしょうか。 

【原委員】  私も会長と同じ意見で、全体の駐輪場の状況についてきちんと議会の中でも説明が必

要になるのではないかと思う。今回、高架下のところを値下げするが、単年では絶対収支は赤字にな

るだろうが、今後、例えば二、三年では無理だが、１０年先には黒字にはならなくとも、大きく赤字

にはならないという、収支予測は最低でも必要ではないか。全体の収支予測が必要であると思う。 

【事務局（中島課長）】  大変難しい調整かと思っていて。実際、５００円に変えたとき、これだけ

増えましたという中で、周りの駐輪場がどう変化したとか、というところを調査した後であれば、少

し今言われたような形で、長期的な予想もたちやすいのかなと思っています。今、それまできちんと

したものを出せるかというと、ちょっと難しいかなというふうには思っております。 

【原委員】  そうは言っても、グラフなどで説明が必要ではないか。 

【事務局（中島課長）】  仮に、分岐点が３００ということがさっきありましたので、３００、また

５００、１,０００といった形で、需要が増えればこうなりますよというようなものは、つくれるかな

というふうには思っております。 

【末吉委員】  すごくうがった言い方をすると、今、予測があまりはっきりしない中で、数字だけ

かなり具体的に出てきているわけですよね。僕疑問だなと思って見ました。これ、全体での収支、全

部の駐輪場の収支が、どうやらぎりぎり赤字にならないよう、というふうな設定で、平成３０年度の

マイナスが気になります。今のところ収支が黒字で、２３１万３,０００円、それに対して３０年度が、

若干２２０万ぐらい赤字が増えるけど、まあ、いいかなという収支がここに出ているわけですけれど、

そうするとそれに合わせると、とりあえず平成３０年度の単年度でも、全体の駐輪場の収支は一応ト

ントンぐらいに行くだろうみたいな計算で。で、３１年度になったらそれが少し改善するよというふ

うな形でのとり方をしていまして、どうもその根拠となっている数字が、やはり私はどうしても気に

なります。これをもし間違えると傷が深くなるというのは、市民の１人としてもとても気になります

し、先ほどからお話ししていますように、少し含みのある戦略を、メニューとして用意しておく必要

があると思います。その辺はどなたか専門家に、もう少し数字として追求してもらうという手はない

ですか。 

【鈴木会長】  こちら、国立市の事例ですと、値段が一律でしたから、需要の予測というのは難し
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いですが、近隣市などでは、値段をこれぐらい変えると、人がこれぐらい移るという知見があります

ので、そういうのを踏まえて、参考値として出すことはできるのかなと思いますから、そういうのを

やってみるというのも、手かなとは思いますね。 

 ただ、１,０００人行くかどうかというと、ちょっとわからないと思います。あと無料駐輪場という

のは、他のところはあまり、このキャパシティーではないものですから、恐らくここはかなり効いて

くる可能性はありますね。その無料の方が有料に移るということはちょっと、特に中央線より北にい

ながら無料まで行っているという方のことを考えますと、その後どこに行っているかというのはわか

らないですけれど、こういった方が移るというのは考えづらいかなと思いますし。 

 ３００人増で今と同じということで、そうですね、３００行くか、それこそ北口に待機している方

がどれぐらい入るかにかかってくるかなという気がします。それ以外のところはそんなに移らないか

なと、感覚的には思いますが。それが１年限定ということだったので、今の計算になっておりますけ

れども。 

 ちょっとそういう計算をしてみるというのは、時間的にはいかがですか。国立市の事例ということ

にはなりませんが、他市の状況から予測した参考値みたいなものを出してみるということです。 

【事務局（中島課長）】  これは、多分かなり難しい計算になるので、先生のお力をいただかないと

ちょっと難しいと思います。減になったら、じゃあ、どれだけ増えるのかというのはやはり、料金を

上げたときどれだけ減ったかというのは、意外と簡単なのかなと思いましたが、前回そういう意味で

は７５０円から１,５００円に変えたときも、ほぼ利用者というところでは変わっていません。国立は

一律というのもあって、確かに参考にはなっていないのかなというふうには思っていまして。他市で

そういった事例が、近くのところであれば、ちょっと検討ができるかなと思いますけれども。 

【鈴木会長】  他市はもう結構、駅前は高くして、値段の勾配をかけているところが多いですから、

その結果みたいなものを参考値として一応お見せして、それで答申に向けて準備するというので、い

かがですか。 

【事務局（中島課長）】  他市も料金改定というのはあまりやっていなくて、多分もう何年も今と同

じような料金体系で来ているはずです。ちょっと近隣でそういった事例が、本当にあるのかないのか

というところも、ちょっと今わからない状態ですので。思ったようなのが出るというふうに、ちょっ

と今お約束ができないので申しわけないです。 

【鈴木会長】  もし審議会のほうで、そういった値を見た上で審議会としての意見を出したいとい

うご意見をいただくのであれば、私はもちろん、そういった他市の事例を見て、私のほうでちょっと

計算してみるというやり方でご提案すると。一度ご相談するということで、いかがでしょうか。 

それは多分コンサルタントの答えがどうという感じじゃないと思いますので、私のほうで他市の事

例を見て、試算をするということで。もちろん、地域特性が結構ありますから、国立市の市民の方が

どう動くかというのはわからないところではあります。値段を安くしたとき、そっちに行って、高い

ところが全然使われなくなるというところもありますし、やっぱり近いほうを使いたいという人たち

もいて、それは本当に地域特性にかなり寄ってくるとは思いますけれども、事例として幾つかお見せ

するということで。 

 それはちょっと急ぎで対応させていただきますから、それを踏まえてもう一度、メールなどで、参

考値をお見せするということで、よろしいでしょうか。 

【高橋委員】  先ほどの無料の駐車場が将来なくなっていくような話が出ましたが、あれがどの程



 -12- 

度具体的で、いつごろというのは大体出ていますか。国立の場合は、この無料の駐輪場があるか、な

いかで全然違ってくると思います。 

【事務局（中島課長）】  スケジュール的には全く決まっていません。後ほどご説明させていただき

ますけれども、第２駐輪場の整備に伴って、東側に、民間ですが、百二、三十台ぐらいの駐輪場がで

きる予定です。その他、ちょっと民間の駐輪場の設置というのは、お話は聞いているところもござい

ますので、何百台かは東側に、来年度、再来年度ぐらいの間にできるものと思っていただければ。 

 そういった中で、さらに市としては東側に、公営の一定規模の駐輪場ができれば、大学通りの無料

駐輪場を段階的になくしていくとかいうことを、検討ができると考えていますので、少なくともあと

一、二年はそういった動きはないと考えています。 

【根岸委員】  先ほどの大学通りの無料駐輪場のことで、無料ということだけが特徴のように思わ

れますが、もう一つものすごい特徴があって、あそこには満車という概念が全然ないですよね。私も、

あそこの駐輪場を通るのが大体午前中の、例えば９時とか１０時ぐらいに行くと、通勤通学の方かわ

からないけど、完全に満車状態になっていて。その後に例えば商業利用でとめたいなというと、もう

自転車を入れるスペースがなくて、横にとめているような人もたくさんいて。通路のところにもとま

っているような状態で、出そうにも最初に入れた人は出せないという、なぎ倒されたような状態にな

っていて、無料プラス満車という概念がないということが大きな特徴で。 

 昔、私は都内へ通勤していたとき、定期利用をしないで第１のその都度１００円払う方式の利用を

していましたが、ちょっと遅い時間に行くと、８時ぐらいでもう満車のサインが点滅していて。そう

なると、もう大学通りにとめるしかないなと。あそこに行けば満車というのが絶対ないから、ちょっ

と遠いけど、そういう意味の安心感になっちゃっているところがあるということで。 

 今後、この無料駐輪場をなくしていく方向というのは、急にパタッとなくなると、ものすごい混乱

が起きる、大混乱が起きると思います。その東の駐輪場をつくって、そこに流しながら、ソフトラン

ディングしていくようなやり方になっていくと思いますが、例えば一つの案として、７時から９時の

間に駐輪の制限をしていくと、だんだん通勤通学の人が別の道を考え出すようになる、あの無料駐輪

場の流れをちょっとずつでも、急にぱっとなるのでなく、時間を区切って入場制限するとか、満車の

概念を設けたりすると、徐々に流れていくと思いました。 

【事務局（中島課長）】  段階的な整備というのは必要なことだろうと考えておりますので、貴重な

ご意見ということで、後々の無料駐輪場を整備するときに、検討させていただきたいと考えています。 

【鈴木会長】  他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次の議題に移りたいと思います。（２）国立市自転車安全利用促進条例の見直しについて、

こちらもまず事務局のほうからご説明をお願いします。 

【事務局（立花）】  資料№２、国立市自転車安全利用促進条例の見直しについてをご覧いただきな

がら、説明させていただきます。 

 こちらのほうは、以前からお話しさせていただいている内容ではありますが、高架下の改定の後に、

条例の全体の内容の見直し、使用料の見直しも含めて、行っていくような形で考えていますが、以前

からご紹介している課題のところを、もう少し詳しくご説明させていただいて、こちらのほうはあま

り時間をかけずに、簡単にご説明させていただければと思っています。 

 放置自転車整理区域の見直しをすべきという課題がございまして、参考資料として放置自転車整理

区域でないところに、放置自転車が何台あったかというところで、国立市自転車駐車場整備計画、平
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成２７年３月に策定したものの資料なので、少し古いデータにはなりますが、その際の調査になりま

す。ご覧いただくとオレンジ色のところが整理区域ですが、そこから少しだけ離れたところ、知って

いてという部分もあるのかもしれないですが、放置されている自転車が何台かあるということで、そ

ういった区域の見直し、今後具体的にここまで広げますという形でお示ししていければと考えていま

す。 

事務的な話になりますが、現在、整理区域外の自転車は、道路法の規定を根拠にして移送を行って

いますが、他市だと条例にも区域外、道路に限らず公園とか公共施設の駐輪場ですとか、そういう場

所の自転車についても条例で規定を設けているということがございまして、そういったところは同じ

ように参考にしていければと考えています。 

 ２番の大型店舗等の自転車駐車場附置義務というところですが、（２）については今、違反している

ところがあるので、具体的な内容は次回以降ということにこちらもなってしまうのですが、罰則規定

を設けるとともに、基準の見直しということで、建築物の用途ですが、今、国立市の場合は４種類し

か分類がありません。用途によってかなり駐車場需要も違うということで、他市だともっと細かい分

類しています。そういったものを参考にしながら、具体的にこういう基準を設けて、こういう台数に

してという形でお示ししていければと考えております。 

 ３番の民間事業者の参入促進ですが、他市に導入されている方法としては、建設費、維持管理費の

補助、固定資産税とか税の減免という大きく２つに分かれます。より民間事業者の動機づけになるよ

うな制度について、検討していきたいと思っています。税の減免を使っているところは実績があまり

なくて、やはり建設費、維持管理費の補助のほうが、動機づけにはなるのかなというところです。 

 また先ほどからお話が出ている国立駅の南東側、東地域の駐輪場とか、そういった形で、駅とかエ

リア等を限定すべきかどうかというところも、ご意見をいただきながら検討していければと考えてお

ります。資料№２のご説明としては、以上になります。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。こちらにつきまして、何かご意見ございますか。 

【丸山委員】  民間事業者の参入促進という部分で、そもそも事業者参入の場所の候補地がありま

すか。何のためにこれやるのか、よくわかりませんけど。 

【事務局（中島課長）】  これは、色々なところでやっているところもありますが、本当に自分の店

舗のあいているところで数台、１０台にもならないようなスペースを使って駐輪場にしたり、あるい

は駐車場で使っていたところを一部駐輪場にするとか、というようなケースがあります。 

【鈴木会長】  エリアを区切るというお話がありましたけれども、具体的に何か想定されていると

ころが。 

【事務局（立花）】  駅のところでいうと、谷保駅、矢川駅については駐車需要のバランスがとれて

いるところで、やはり駅で区切るとしたら国立駅、地域もさらに区切るということだと、先ほどから

お話が出ている東地域というところに限定して、そういったところに設置していただけた場合だけ、

補助を行うというのがいいのかなと。逆に谷保駅、矢川駅で民間の駐輪場ができてから、市営駐輪場

の利用率が下がったということもあるので、そういったものにも補助を出すというのはイメージとし

て違うのかなというところです。 

【鈴木会長】  そうですね。それはちょっと違うような気が。やはり足りないところにつくっても

らうという意味で、民間への支援をするというほうがいいと思います。そこは一律にする必要はない

かなと思います。いかがでしょうか。 
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【高橋委員】  この放置自転車の指定のところは引き上げていただけるようですが、うちの店の近

くに、よく放置自転車が長くとまっているのがあります。そういうのはどういう形で引き上げていま

すか。 

【事務局（中島課長）】  指定区域外であれば、先ほど言ったように道路法の規定で、道路上にある

危険物という形で引き上げているところです。ただ、そういったところは移送手数料がもらえない、

通常２,０００円いただきます。この整理区域をもう少し拡大するなり、整備するなりしていきたいと

いうのが、市の考えです。 

 それともう一つは、公園とか市の施設、図書館あるいは公民館といったところに違法駐輪して、駅

まで行くような方がまま見受けられると。そういったところも今は移送手数料等もとれない、撤去も

できないというところがありますので、そういった部分を含めて、今後この整理区域の見直しをして

いきたいと考えています。 

【事務局（立花）】  追加でお話しさせていただければと思います。放置自転車整理区域については、

啓発員と呼んでいますが、シルバー人材センターの方が札つけをして、軽トラで回って回収している

という形です。区域外はその啓発員が回っていないので、例えば近隣の方からのご連絡いただいたり、

職員が循環したときに見つけたものについて、順次回収を行っているという形になります。 

【事務局（中島課長）】  市道と都道というのがあって、市で管理している市道であれば市のほうで

やりますが、東京都さんで管理されているところは東京都さんのほうでやるということになっており

ますので、委員のところはどちらになるのか。 

【高橋委員】  お店の斜め前です。 

【事務局（中島課長）】  後ほど具体的に場所を教えていただければ、こちらで対応します。 

【高橋委員】  誰かが通報しないといけないということですか。 

【事務局（中島課長）】  もう一つは、ごみとして市のごみ減量課のほうでやるケースもあります。

動いているようなものだと、市のほうで、私どものほうで撤去する。ただ札づけして、要は使ってい

る人もいるので。壊れているということであれば、多分ごみで持っていっていると思います。 

【鈴木会長】  そういうのもあまり知られていないようなところも、ありますよね。 

【事務局（中島課長）】  そうですね。区域外のことに関しては、意外と市民の方は知らないケース

が多いですね。 

【高橋委員】  景観的にはすごくまずいですけど、特別邪魔でもないです。 

【事務局（中島）】  公共の道路ですので、そういったものを置かれるというのは、市としても困り

ますので、それは撤去いたします。 

【高瀬委員】  放置自転車の区域ですが、市とか区によっては全域かけちゃっているところって、

ないですか。 

【鈴木会長】  全域というのは、あんまり聞いたことがない。 

【事務局（中島課長）】  もともと、駅の周辺の放置自転車対策ということがメインでやっていて。

そういったことで全域をかけているところは。申しわけございません、私、勉強不足で、どこかあれ

ば、また皆様にお知らせしたいとは思いますけれど、今のところは多分、駅周辺が多いというふうに

は思っております。 

【鈴木会長】  結構範囲は、自治体によってかなり広くとっているところもありますので、そうい

う対策はできると。 
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【事務局（中島課長）】  駅のない市もありますので、そういうところもまた調べてみたいと思いま

す。 

【鈴木会長】  附置義務については建築し直してというか、新築になってからこれが適用されるこ

とになると思いますけれども、将来のことを考えたときにはやはり、駐輪場をそういうところにつく

っていただくという意味で、基準を見直しておくのはいいのかなと思いますので、これは入れておい

ていただいていいかなと思います。 

 それでは先ほど確認させていただいた、民間事業者の参入については、特に必要とするところに促

進してもらうという形にするということで、こちらについてはよろしいでしょうか。 

 それでは議題の（３）に移りたいと思います。自転車ネットワーク計画について、こちらもまず事

務局のほうから、説明をお願いします。 

【事務局（立花）】  資料№３から６までが関連する資料ですが、資料№３からご説明させていただ

きます。 

 順番が前後してしまいますが、裏面の今後のスケジュールについてというところをご覧ください。

実際策定するに当たって、交通量調査ですとか、そういった調査業務等を含め、業務支援委託をする

中での策定を検討していましたが、今年度については予算がないという中で、表面の１番の基本方針

（案）、大枠のところを審議会として案を決定していければというふうに考えております。平成３０年

度に入ったらそういう調査を行いまして、関係機関との調整ですとか、具体的に路線と整備形態を選

定していく中で、素案としてまとめて、市民、市議会への説明をしていって、最終的に平成３１年度

に入ってしまうかなと思っていますが、計画として策定していければと考えております。 

 その基本方針ですが、こういったところが骨子というか主な方針になるかなというところで、まと

めさせていただいたものです。 

 （１）自転車通行空間ネットワークの整備ということで、自転車のニーズが高まる中で、事故の件

数がなかなか減っていかないという中で、自転車と歩行者が安全で快適に移動できる通行空間を創出

するために、出発地から目的地までの経路をネットワーク化し、連続的に整備していきたいという方

針が一つ。 

 （２）交通ルール・マナーの啓発もしていく必要もあるだろうということで。自転車利用の交通ル

ール・マナー遵守の徹底を図るため、小中学校での自転車安全教育、それが足りているかということ

もありますが、実施はしています。実際に事故が多いと言われる高校生、大学生、また社会人への安

全教育というのが、なかなかできていないところがございまして。そういった手法についても、計画

を策定する中で具体的に検討していければというふうに考えております。 

 また歩行者との事故によって、高額な損害賠償を請求される事例が増えてきているということで、

自転車保険の必要性が増してきているのかなという中で、加入者はなかなか増えてきていないという

ところが現状かなと思います。これまで利用者が自主的に加入してきた保険について、周知して加入

を促進する方法を、こちらも計画策定する中で、具体的に検討していければと考えております。 

 （３）自転車利用の促進です。国立市は非常にコンパクトな地域で、坂が少なくてほぼ平坦な市域

ということで、例えばコミュニティサイクル、Ｓｕｉｃｌｅがありますけれど、こういったものを導

入したら利用促進になるんじゃないかということで検討を行ったり、ネットワークができてくれば、

ネットワーク化した路線ですとか、駐輪場の位置、危険な箇所とかを例えば地図上に示し、そういう

マップを作成して自転車利用者へ配布したらどうかというようなことも、検討できればと考えており
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ます。 

 こちらはあくまで案でして、（１）（２）（３）という形でまとめさせていただいたんですが、例えば

４つ目、大きい項目としてこういうものを入れたほうがいいとか、あるいは（２）の中でこういう内

容も、マナーの啓発についてはやっていたほうがいいとか、そういったご意見をいただければという

ことで、あくまでたたき台としてつくらせていただいたものになります。 

 裏面に行っていただいて、２番、自転車ネットワーク路線の選定基準についてということですけれ

ども、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」で示されている選定基準について、まとめさ

せていただいたものになります。一応参考にご覧いただければと思います。 

 次に資料№４をご覧ください。こちらは整備計画の中で行った調査ですが、自転車駐車場の利用者

に対して、どの路線を使っていますかという調査を行っておりまして、赤いところが一番多くなって

います。やはり幹線道路を通って、国立駅に行く方が多いということで、ネットワーク計画を策定す

る中で、参考にしていければということで、こういった資料をお出ししています。 

 資料№５ですけれども、これは以前にもたしか配付させていただきましたが、事故の発生分布図と

いうタイトルにはなっていますが、教育施設、商業施設がこういうところにあってという、１枚目は

地域の現況になります。それで赤い星が事故が発生した場所ということになっています。 

 ２枚目は自転車発集量ということで、３枚目が自転車事故、両方５００メートルメッシュで、多い

エリアをお示ししたものになっています。 

 資料№６ですが、そういったものを参考にする中で、あくまで市としてのイメージ図みたいなもの

を事前にメール等でお送りさせていただきましたが、まだ都道・国道の部分で、具体的な協議という

のは全く行っておりませんので、本日は現段階で整備してあるところ、また整備が決まっているとこ

ろだけをまとめた資料とさせていただきました。赤いところは既に自転車道であったり、ナビマーク

であっても整備したところになっております。緑色のところ、警視庁さんのほうの資料ではナビマー

ク、ナビラインの計画があるところについては緑色で書かせていただいています。青いところはさく

ら通りの延伸部分で、市で整備が決まっている、予定されているところをお示ししております。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。こちらについて、何かご質問、ご意見等ございますか。 

【事務局（立花）】  基本方針ですが、例えばこういうものも方針としては入ったほうがいいだろう

というものをいただいて、今日で決定ということではなくて、結局具体的な策定は次年度から入る形

になるので、ご意見をいただいて、次回以降まとめ直してお示しして、というような形で考えており

ます。 

【末吉委員】  整備予定路線というのは、現実に整備済み路線となっているわけですが、生活道路

という面で見ていくと、むしろ表通りより裏通りのほうを利用するケースがかなり多いと思います。

国立の場合には一方通行になっていますから、自転車は双方に通行することが許されていますが、む

しろ事故が起きているのは、多分太い道より、細い裏道での接触事故とかいうのが多いと感じていま

す。データ的にもそういうデータが出ているわけですけれど、この事故が起きているところを見ると、

この平成２１年から２５年の地図の中では、主に事故として多いのは、甲州街道のあたりと、交差点、

出会い頭事故みたいなのがかなり目立っているように思います。この事故の取り方というのがどうい

うふうになっているのか、こんなに報告されている事故って少ないのか。どういう種類の事故なのか

なというのが、一つ伺いたいこと。 

 それからもう一つ。ネットワークと言いますけれど、今事務局案として出ている太い道中心の議論
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だけで、本当にどこをどういうふうに踏み込んで、裏道をやっていくつもりなのか。生活者にとって

はほとんどそこの道から太い道に出る、大学通りは基本的に自転車レーンがあるから安全である、だ

けど問題はその前で、車と自転車が雑居している裏道というのは、今後多分大きな課題になってくる

と思います。そのあたりを頭に置いたような考えが、全然今のところ提示されていないので、その２点

が気になるところです。 

 事故はどういう事故なのか、死傷事故というのをこの星印で落とされているのか。私は日常的に、

自転車同士がぶつかっているのを随分見ていますから、そのいわゆる軽微な事故というのは全く報告

されていないと思いますので、その辺現実のものと、うまく重なっていないという気がして、非常に

気になっています。そこはもう少し調査を踏まえて、事故の具体的な事例みたいなものを抽出して、

観察する必要があると思います。 

【事務局（立花）】  どういう事故かということですけれども、当然、自転車同士がぶつかって、け

がもなくということであれば、警察に届ける方はほとんどいらっしゃらないと思います。そういった

ものまで拾えているものでは、当然なくて。警視庁さんから提供されている資料をもとにおつくりし

ているものなので、あくまで警察に届けられたものという定義になってくると思います。 

 また、生活道路のほうはどうかというお話ですけれども、まさにそういったご意見がいただきたか

ったところで、基本方針のところで生活道路の整備についても十分に、計画を策定する中で検討して

いくというのは、位置づけていく必要があるのかなと思います。 

【末吉委員】  この自転車通行空間整備予定路線の中の緑で、整備予定路線、警視庁さんのナビマ

ークという緑の線で甲州街道、日野バイパスとありますが、この甲州街道を、自転車を走らせること

が物理的に可能なのかどうか、ものすごく疑問に思っているわけです。生死にかかわるような非常に

危険な道路なわけですから、そこが自転車の通行空間として整備が予定されているとするならば、日

野バイパスもできたことであり、甲州街道の歩道を拡幅して、車道を狭くしてというふうな政策があ

るなら別ですけれど、甲州街道がここで挙がっている理由というのは非常に不可解極まりないので、

そこは何か特別な意味があるのかどうか、聞きたいです。 

【事務局（中島課長）】  ここについては、私どもも警視庁のほうの計画を見て引いていて、その辺

どういう意図があってとかいうところまではちょっと、存じていないところですけれども。立川警察

さん、どうですか。 

【滝澤委員代理】  警視庁さんがひくナビラインなるものについては、あくまでも道交法上の、自

転車は軽車両であって、車道を通行することが前提で、走行位置と走行方向を示すもの、それで日野

バイパスと甲州街道について、今年度整備予定ですということは、私も聞いているところでございま

す。 

 今ここで議論している自転車ネットワークというものについては、警視庁さんの目的とはちょっと

違って、ここに書いてある基本方針の中に、出発地から目的地までの経路を、ネットワークとして連

続的に整理をして、あくまでも自転車を利用される方が快適な、空間を整備していきましょうという

目的で整備しようとしているものなので、警視庁さんがやろうとしているものと、道路管理者という

言い方でいいのかもわかりませんが、国立市さんがこれから自転車のネットワーク計画を策定してい

きましょうというのは、ちょっと目的が、考え方が違うということを、一言ご報告させていただきま

した。 

【鈴木会長】  そうですね、自転車走行空間は２種類あって、車道を走る方がより安全になるよう



 -18- 

な、ここを走ってくださいねという意味ではなく、ルールを示すことで車の方がわかりやすいとか、

今、走っている方はスポーツバイクを乗るような方と想定されますけれども、そういう方が走りやす

く、より安全になるという意味のものと、今まで車道じゃ怖いなという方が、きちっとルールを守っ

て走れるようなルートを推奨するという意味のネットワークと、両方あると思いますので、そういう

意味でいうと、今回の整備予定路線は、整備が決まっているからこれを出されているということだと

思いますけれど、ネットワークという概念ではないわけですよね。 

 だからこれをきちっとつないで、ネットワークとしてどれぐらいのグリッドで入れるとか、国立市

全体で何キロぐらいになるものなのかとか、そういったものをまず、どこかの段階でお見せするよう

な形にしないと、最初はなかなかイメージができないのかなというふうにも思いますので、これはさ

れたほうがいいと思います。それが決まりましたという形で出すには協議が必要だと思いますが、裏

面に出ていたような選定の仕方で選定すると、このような感じになると。国立だったら何キロぐらい

になるというようなものだったら、それはたたき台として出すことはできると思います。ガイドライ

ンというものがあるわけですから。その後、国道なり、都道なりとその兼ね合いを協議するというよ

うなやり方で、いいのかなというふうには思います。 

 事故についてはいかがですか。私もこの統計資料、すごく意外でした。大体生活道路の信号交差点

での事故が非常に多いので、今回挙がっているのは、細街路と幹線道路の交差点かなと思いましたけ

れども、あまり軽微な事故だから挙がってきていないということでしょうか。例えば小学校とかでヒ

ヤリハットマップをつくっていたり、そういう事例というのは、この国立市の中ではありますか。 

【石坂委員】  事故の関係ですけれど、日々人身事故等色々発生している中で、単独の人身事故と

いうのもありますが、例えば自転車対自転車の事故でけがもないということだったり、自分の原因で

事故が発生して、自分だけけがしたといった場合、本人の捜査希望という面があって、全く扱わない

ことが結構あります。ただ、どちらかがけがしていると絶対警察としても、どちらかが傷害を負って

いると警察署で捜査しますけれども、互いにけがをしないということであれば、事故としては扱いま

すが、捜査希望なしということで物件事故の扱いにしないとか、そういったことも中にはあると。 

 ですから、例えば自転車対自転車の事故で、子供同士で、親同士が話をして解決してしまったとい

うようなものまであえて警察は、こっちの子が悪い、あっちの子が悪いというようなことまでやって

いないと。それを両当事者ともに望まないということであるなら、事故扱いしないということもあり

ます。恐らくこれは人身事故で統計を出していると思いますが、物件事故の場合も本来、発生したと

きは警察に届けなさいということで、道路交通法上はなっていますが、お互いに要は示談という形が

成立して、警察に届けないといったこともありますので、警察が全て把握するということはできない

と。実態と若干離れているのかなといったところは、確かに私自身も、こんなに少ないのかなという

ふうには思いましたが、そこら辺があるのかなと思っています。じゃあ、それがどのぐらいあるのか

ということになると、こちらとしても、届け出ていないもので、お互い同士で示談をして、納得しち

ゃっているものとか、そこら辺は警察でも、届けがあれば把握はできますが。 

 それと物件事故については、これには多分反映されていないと思います。あくまでも人身事故だと

思われます。これはどの資料を提供しているのか、私もちょっと、何に基づいて出している資料なの

かわかりませんが、恐らく人身事故だと思われます。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。恐らくあるだろうと。自転車、歩行者事故みたいなものも、

警察に届けなければ。 
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【石坂委員】  あくまでも事故が発生して、本来は警察に届けなければならないですが、そこのと

ころで、人への損害がなければ、人に接触したとしても、恐らく届け出ずにお互い納得してしまうと。 

【鈴木会長】  記録が残らない。 

【石坂委員】  警察としては届け出られた。 

【鈴木会長】  ものだけで。はい。 

【事務局（中島課長）】  ヒヤリハットについては、小学校のほうでやっているところと、やってい

ないところ、あるようですが、今回詳しい情報がなくて。次回以降そういったところも、資料として

出せるものは出していきたいと思います。 

【鈴木会長】  自転車交通量の多いところは、多分歩道が広いとか、もちろん自転車道があるよう

な大学通りとか、今までの使い方で使いやすいところということもありますけれど、車道を安全に走

るという前提で選ぶとなると、またちょっと違う部分もあると思いますし、ヒヤリハットのデータな

ど貴重なので、そういったところはいかしていけるような形で情報を、学校もそういう取り組みをし

ていただいているので、それが生かせるようなデータというのは大事かなと思います。 

 他、いかがですか。 

【丸山委員】  参考までですが、保険の話が出ていますけれど、加入数が少ないということがあり

ますが、これは何か根拠があるのかなというところで、実態を把握されているなら、国立の自転車利

用者の加入率はどの程度あるのか、お聞きさせていただければと思います。 

【高橋委員】  前に、ＴＳマークは何か調べましたね。意外に加入率低かったですよね。 

【事務局（中島課長）】  ＴＳマークとかそういうやつは、１回聞いたりとかしていますが、すみま

せん、他の保険はどう入っているかというところまではちょっと、調査していないものですから。で

すので、次回までにその辺も整理させていただいて、出せるものはご提示させていただければと思い

ます。 

 ちょこっと共済も、うちのほうでやってはいますが、そんなに増えてはいなくて、減っている傾向

です。どちらかというと。それは自転車だけではないので。 

【丸山委員】  私の感覚では、色々な保険の特約でつけられるようになっていますので、かなりの

家庭で入っているのではないかというのが、僕の印象です。 

【鈴木会長】  特約で入っているという。 

【丸山委員】  自動車保険の特約とか、火災保険の特約とか、安い保険でも最近はありますので。 

【高橋委員】  かなりの感覚で入っていないです。 

【丸山委員】  そういうことも含めて実態調査しないと、加入促進の方法が変なことになっていく

のも、おかしいかなと。それが入っているのであれば、ここに力を注ぐ必要はないし。入っていない

のであれば、何らかの措置が必要でしょうし。 

【鈴木会長】  自転車保険単体として入っている方が少なくて、こういうふうについでにつけてい

るような方はどれぐらいいるか、わからないし。 

【丸山委員】  つけるという言い方も変ですが。 

【鈴木会長】  はい、そうですね。ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 

【高瀬委員】  このネットワークというのが一応重要かなと思いますが、やはり交通ルールとかマ

ナー、こちらをしっかりやる、ソフト施策もしっかりやるというのが、これからの重要なことなのか

なと思います。 
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 あと自転車走行空間も、やはり物理的につくり込みができないという路線は結構あると思います。

今の既存の道路の幅員の中で、そういうものが編み出せるのかといったらなかなか難しいという路線

もありますので、そこら辺を加味した中で計画をつくっていただければなと。 

 あと、将来何十年後という話でなくて、やはりある程度の計画期間、実行プランではないですけれ

ど、１０年後を見据えてとか、それも必要なのかなと思います。 

【末吉委員】  ルール、マナーに関しては、私たち自転車クラブが活動を通してやっているという

ことは、ちょっとご紹介したと思います。つい先日も自転車教室を開きました。７月末でしたが増え

まして、結構盛況にできたわけですが。やはり一番びっくりしたのは、お母さんたち保護者が、ほと

んど自転車のルールを知らないということです。そしてその後、公民館で座学という形で、子供たち

を集めてクイズ形式でやってみました。そうしましたら、非常に痛快な回答が出てきました。自転車

は道路のどこを走るでしょうかといったら、真ん中を走りますという子供が圧倒的に多い。左側を走

るという意識は思っておりません。 

 今お話があったように、ルールとマナーがきちっと定着すれば、恐らくネットワークそのものが将

来的にできたとき、機能するだろうと。しかしルールとマナーがきちんとできていないままネットワ

ークができると、今度はなかなか、ネットワーク機能が落ちる。ただ、ナビマークをつけられること

によって、生活道路の中でナビマークに従って自分は走るということの意識づけというのは、できる

と思います。それは非常に効果的だと思うので、やはりソフトとハードの両面がきちんと整って、初

めてネットワークができると。 

 私どもが自転車の教室を開いていて痛感するのは、このまちは自転車行政に対して、どういうふう

に市民にソフトを提供していこうとしているのだろうかという、市全体の姿勢が必ず問われてくると

思います。つまり自転車空間というのは、通行空間ではありますが、社会生活空間の中の、非常に大

きな移動の場所です。そうするとそれは市が全体として、まちの中で自転車の活用をどうしていくか

という発想の基本姿勢が前へ出てこないとなかなか、ルール、マナー、ネットワークというソフト、

もう一つ移動のためのハード、そういうものが浸透しにくいじゃないかなと。実際にその辺が市の方

針として、国立は自転車のまちにしますよ、これは私、何度も例に出していますが、京都は、世界で

一番素晴らしい自転車のまち構想というのを出して、今、横断幕を張って、テスト走行をいっぱいし

ているわけです。そういうふうな行政の指導というか意識が市民に行き渡ることが、多分ネットワー

クをうまく稼働させる方法にもつながっていくと、私は今からでもそういうふうな方針を、積極的に

進めてもらいたいなと思っています。 

【鈴木会長】  ルールが目に見えるようになるという意味で、やっぱり狭いところにも左側を通行

するという形でつけてもらうというのは、まずわかりやすいですし、それをもとに教育をしていって、

ナビラインなり、ナビマークがないところでも同じようなルールで走るんだなということを、身につ

けてもらうことが大事だと思いますから、なるべく早く進めるという、一歩を踏み出すみたいなとこ

ろは必要なのかなと思います。ご意見ありがとうございます。 

 あと、このネットワーク計画の中には、駐輪場の話は入れないですか。やはり走ってとめるみたい

な一連の流れで考えると、とめるに関してはどこか別のところで決めるから、ここには書いていない

ということなのか。先ほどずっとお話ししていた駐輪場所について、今後どうしていくかみたいなと

ころも、ネットワーク計画という名前がいいのかわからないですけれど、つながっているわけですよ

ね。走ってとめないと、自転車の動きとしてはつながっているわけですから。そういう意味で、駐輪
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についてもどこか書いておく場所が必要だと思いますが、それについてはどうですか。 

【事務局（中島課長）】  整備予定路線のほうに、会長が言われたような意識がちょっとあって、わ

ざと自転車のマークを、国立駅周辺だけは入れました。谷保駅、矢川駅は駅に直近だったものですか

ら省略させていただきました。 

 当然、自転車駐輪場についてもやはり、ネットワークの中の検討項目というふうに思っております

ので、先ほどの色々な、無料駐輪場も含めて色々ご意見をいただいておりますので、必要というふう

に思っております。 

【事務局（立花）】  ネットワーク化していく中で、自転車を乗って駐輪場に行くという方がかなり

多いと思うので、当然策定するに当たって関連してくると思います。 

 自転車駐車場の整備計画というのはもう策定してあるので、整備についてということではなく、整

備についてはそれに基づいてやっていくという考えです。 

【鈴木会長】  例えば１０年計画ぐらいを考えるようにして、１０年後こういう自転車環境だとい

う全体を見せるとき、駐輪の値段の話とか、そういったものもここに入ってくるのかどうかという発

想ですが。 

【事務局（中島課長）】  ちょっとそこまでは想定していなかったものですから、逆にそういったも

のが入ったほうが、よりネットワークの計画をつくりやすいということであれば、ご意見として検討

していきたいと思います。 

【末吉委員】  （３）自転車利用の促進のところに、コミュニティサイクルの導入というのがあり

ますよね。これは今、Ｓｕｉｃｌｅが国立ではあるわけですけれど、コミュニティサイクルというこ

とになってくると、レンタサイクルなのか、シェアサイクルなのか、シェアバイクなのか、まちの中

走らせるとなると、どこにとめるのかという話が必ず出てきます。つまりポートの準備というのをし

ておかないと、レンタサイクル、シェアサイクルの行き先がわからなくなっちゃいますので、そこの

ところは、始めるのであるなら積極的にやっていただきたいですし、同時にコンビニエンスストアの

中にそういうスペースを設けてもらって、協力を仰ぐとか、そういうＷｉｎ－Ｗｉｎの形をつくるよ

うな方法を考えていき、またレストランとかそういうところでも、駐輪場を持っているところはあり

ますので、そういうところをうまく活用するという施策を、今からもうつくっておいていただいたほ

うがいいと思います。 

【事務局（中島課長）】  実際にこれはＪＲさんのほうでやられておりますので、その辺のノウハウ

もございますし、またそこは拡充していただきたいという思いもございますので、簡単には書いてご

ざいますけれども、そういったところも加味しているというふうにご理解いただければと思っていま

す。 

【鈴木会長】  他、いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、報告ですね。（１）国立駅南第２自転車駐車場の整備について、ご説明お願いします。 

【事務局】  資料№７をご覧いただきながら、お時間がないので、簡単に説明させていただきます。 

 経過ですが、都市計画道路３・４・１０号線の整備事業を行っておりまして、最後の１物件を残し

て、他のところの用地買収は完了していると。その最後の用地について、地権者の方が国立駅の直近

に代替地を希望しておりまして、国立駅南第２駐輪場用地の一部ですが、そこが候補として挙がって

きました。収容台数の影響ですとか、財政収支について検討を重ねた結果、国立駅第２自転車駐車場

の用地の一部を、地権者の方に売却することとなりました。 
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 周辺の駐輪場への収容台数の影響ですけれども、現在、第２駐輪場は収容台数が１,５８０台のとこ

ろを、定期のみ１,０００台で再整備を行う予定です。５８０台の減となります。地権者のほうですけ

れども、第２駐輪場の東側、赤く塗られているところが代替地になりますが、約３００台のご自身で

一時利用の駐輪場を整備していただくということで、最低１０年間運営を継続するということでお約

束させていただいています。さらに、その都市計画道路３・４・１０号線の残地のほうに、地権者の

ほうで８０台、市のほうで４０台、合わせて１２０台の自転車駐車場を整備していく予定となってお

ります。 

 図のほうの差し引きですが、国立駅南第１自転車駐車場は、収容台数としては９３５台増となりま

す。第２自転車駐車場が、その地権者の方が３００台運営する分も含めてマイナス２８０台、課題で

あった東地域のほうに１２０台整備ができて、全体としては、南第１も含めてにはなってしまいます

が、７７５台の増となる予定となっております。 

 スケジュールですけれども、予算のあることなので９月議会で補正予算が可決されればですが、

１２月に工事に着手しまして、平成３０年８月ごろまでに工事を完了する予定です。その後、代替地

を明け渡していくというようなスケジュールとなっております。 資料の説明は以上となります。 

【鈴木会長】  ありがとうございます。こちらについては報告ということですが、何かございます

か。 特によろしいでしょうか。 では、その他、全体を通して何かご意見等はありますか。よろし

いでしょうか。 

【事務局（立花）】  最後に私から、次回の日程についてご案内させていただければと思います。 

 次第のほうに書かせていただいていますが、約２カ月後、１０月１２日木曜日の１０時から、同じ

こちらの第１・第２会議室で、第３回の審議会を開催させていただければと考えております。 

 また、口頭でのご報告ですが、昨年使用料等についてご審議いただいた、国立駅南第１自転車駐車

場ですけれども、７月に無事整備工事のほうを完了しまして、１０月から供用開始を予定しておりま

す。 

【鈴木会長】  本日もご意見色々いただきまして、ありがとうございます。本日は閉会といたしま

す。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


